
8 2 年 8 月 28 日 2 年 7 月 31 日 ～ 8 月 14 日

2 3 年 2 月 12 日 3 年 1 月 15 日 ～ 1 月 29 日

5 2 年 5 月 22 日 2 年 4 月 24 日 ～ 5 月 8 日

11 2 年 11 月 6 日 2 年 10 月 9 日 ～ 10 月 23 日

5 2 年 5 月 29 日 2 年 4 月 20 日 ～ 5 月 7 日

8 2 年 8 月 28 日 2 年 7 月 31 日 ～ 8 月 14 日

11 2 年 11 月 20 日 2 年 10 月 23 日 ～ 11 月 6 日

2 3 年 2 月 19 日 3 年 1 月 22 日 ～ 2 月 5 日

8 2 年 8 月 7 日 2 年 7 月 10 日 ～ 7 月 27 日

2 3 年 2 月 5 日 3 年 1 月 8 日 ～ 1 月 22 日

5 2 年 5 月 15 日 2 年 4 月 17 日 ～ 5 月 1 日

11 2 年 11 月 13 日 2 年 10 月 16 日 ～ 10 月 30 日

8 2 年 8 月 28 日 2 年 7 月 31 日 ～ 8 月 14 日

2 3 年 2 月 12 日 3 年 1 月 15 日 ～ 1 月 29 日

5 2 年 5 月 29 日 2 年 4 月 20 日 ～ 5 月 7 日

8 2 年 8 月 7 日 2 年 7 月 10 日 ～ 7 月 27 日

11 2 年 11 月 6 日 2 年 10 月 9 日 ～ 10 月 23 日

2 3 年 2 月 5 日 3 年 1 月 8 日 ～ 1 月 22 日

5 2 年 5 月 15 日 2 年 4 月 17 日 ～ 5 月 1 日

11 2 年 11 月 13 日 2 年 10 月 16 日 ～ 10 月 30 日

8 2 年 8 月 21 日 2 年 7 月 22 日 ～ 8 月 7 日

2 3 年 2 月 19 日 3 年 1 月 22 日 ～ 2 月 5 日

5 2 年 5 月 22 日 2 年 4 月 24 日 ～ 5 月 8 日

11 2 年 11 月 20 日 2 年 10 月 23 日 ～ 11 月 6 日

8 2 年 8 月 7 日 2 年 7 月 10 日 ～ 7 月 27 日

2 3 年 2 月 12 日 3 年 1 月 15 日 ～ 1 月 29 日

＜参考＞令和２年度船舶局無線従事者証明新規訓練の実施計画（予定）

※船舶局無線従事者証明新規訓練の日程は、変更となる場合がありますので、別途ご確認願います。

月 24 日 (火)年 10 月 23 日 (金)月期
令和３年１月13日(水)から

令和 2
令和３年１月15日(金)まで

～ 4

～ 11

実施地 時期 実施日（３日間） 申 請 書 の 受 付 期 間

東京
(国分寺市)

6 月期
令和２年６月３日(水)から

令和 2 月 17 日 (金)年 3 月 18 日 (水)
令和２年６月５日(金)まで

1

月期 令和 (金) 令和 (金) (月)
沖縄

月期 令和 (金) 令和 (金) (金)

四国
月期

月期 令和 (金) 令和 (金) (金)

九州
月期 令和 (金) 令和 (金) (金)

月期 令和 (金) 令和 (金) (金)

月期 令和 (金) 令和

令和 (水) (金)令和 (金)

中国
月期 令和 (金) 令和 (金)

(金) (金)

月期 令和 (金) 令和 (金) (金)

(金)

(金) (月)

月期 令和 (金) 令和 (金) (金)
近畿

月期 令和 (金) 令和 (月) (木)

月期 令和 (金) 令和 (金) (金)
東海

月期 令和 (金) 令和

令和 (金) 令和 (金) (金)

月期 令和 (金) 令和 (金) (金)

北陸
月期 令和 (金) 令和 (金) (金)

月期 令和 (金) 令和 (金) (金)
信越

月期

(金)

月期 令和 (金) 令和 (金) (月)

(金)

月期 令和 (金) 令和 (金) (金)

(木)

(金) (金)(金) 令和

(金) (金)

(金)

関東

月期 令和 (金) 令和 (月)

東北
月期

月期 令和 (金) 令和 (金)

月期 令和 (金) 令和 (金)

令和 (金) 令和 (金)

月期 令和

月期 令和 (金) 令和 (金)
北海道

(金)

月期 令和 (金) 令和

船舶局無線従事者証明に係る再訓練の実施計画（令和２年度）

実施局 時期 実 施 日 申 請 書 の 受 付 期 間


